
年 金 ・ 健 康 福 祉 部 門 ①

〔総務課〕

■ 支局の総務、会計等

■ 支局職員の人事、給与、研修、福利厚生等

■ 支局が保有する行政文書の情報公開等

■ 支局所管の国有財産の管理

〔企画調整課〕

■ 支局の所掌事務に関する総合的な企画・立案及び調整

■ 四国地方社会保険医療協議会の運営

【四国地方社会保険医療協議会とは】

社会保険医療協議会法等に基づき設置された機関で、保険医療機関、保険薬局の指定の取消及び保
険医、保険薬剤師の登録の取消などを審議する「総会」と、保険医療機関、保険薬局の指定を審議
する「部会」で構成されています。

主な業務

主な業務
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〔年金管理課〕

■ 日本年金機構が行う各種業務の認可等

☆徴収職員・収納職員

☆滞納処分

☆立入検査等

☆受給権者及び被保険者調査

■ 日本年金機構が行う保険料等の収納事務の確認

■ 国民年金等事務取扱交付金等の審査

■ 厚生年金保険料等の納付猶予の許可

■ 社会保険労務士に関する業務

■ 年金委員に関する業務

■ 学生納付特例事務法人の指定

主な業務

被保険者・受給者・事業主のみなさま

申請・届出等 申請・届出等

適用事務等保険料の徴収
年金の給付等

日本年金機構 市 町 村

事前認可・許可等 制度周知・事務費交付等

国（厚生労働省・四国厚生支局）

四国厚生支局と関係団体等との関わり
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〔健康福祉課〕

■ 各種養成施設等の指定及び監督

■ 福祉、保健衛生関係の補助金の執行

■ 医療安全の普及・啓発

■ 民生委員等の委嘱事務

主な業務

● 補助金の執行業務（補助金の例） ● 医療安全の普及・啓発

（医療安全ワークショップ）

マンモグラフィ画像読
影支援システム

保育所の整備

社会福祉士養成施設（※）、介護福祉士養成施設（※）、精神保健福祉士養成施設（※）、
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設、あん摩マッサージ指圧師養成施設

※文部科学省と共管する学校に限る。

● 所管養成施設の種類

年金記録の訂正請求手続きの流れ

年金記録の訂正を求める方
（被保険者・受給者）

日本年金機構 各年金事務所
（請求書の受付・記録の確認審査）

四国厚生支局長

事業主・従業員などの関係者
市町村・税務署・金融機関 等

中国四国地方年金記録訂正審議会
四国担当部会

※民間の専門家による会議
（弁護士・社会保険労務士・税理士等）

①訂正請求

※１
②訂正請求書を送付

➂調査・照会

⑤諮問

④回答・報告

⑦訂正・不訂正決定通知

⑥答申

厚生労働大臣または裁判所

⑧審査請求または裁判

※２ 決定に不服がある場合
・厚生労働大臣に対して、行政不服審査法に基づく
審査請求を行うことができます。
・四国厚生支局長の決定の取消を求めて、裁判所に
訴訟を提起することもできます。

※１ 年金事務所で直ちに記録訂正できるものもあります。
上記以外のものが四国厚生支局へ送られ、調査等
を実施します。

主な業務〔年金審査課〕

■ 厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関する事務

並びにこれに関する調査事務

■ 中国四国地方年金記録訂正審議会四国担当部会の運営

年金記録の訂正請求手続きの流れ

年金記録の訂正を求める方
（ご本人・遺族年金の受給権者等）

日本年金機構 各年金事務所
（請求書の受付・記録の確認審査）

四国厚生支局長

事業主・従業員などの関係者
市町村・税務署・金融機関 等

中国四国地方年金記録訂正審議会
四国担当部会

民間の専門家による会議

（弁護士・社会保険労務士・税理士等）

①訂正請求

⑤諮問

④回答・報告

⑦訂正・
不訂正決定通知

⑥答申

厚生労働大臣または裁判所⑧審査請求または裁判

※１
※１ 決定に不服がある場合

・厚生労働大臣に対して、行政不服審査法に基づく
審査請求を行うことができます。
・四国厚生支局長の決定の取消を求めて、裁判所に
訴訟を提起することもできます。

※２ 年金事務所で直ちに記録訂正できるものもあります。
上記以外のものが四国厚生支局へ送られ、調査等
を実施します。②訂正請求書を送付

※２

➂調査・照会

主な業務
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〔地域包括ケア推進課〕

■ 地域包括ケアシステムの構築の支援に関する企画、立案、総合調整

■ 地域包括ケアシステムの構築の支援及び普及・啓発

■ 介護保険法に基づく地域支援事業の把握、助言、支援

■ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の普及・啓発及び各種事業の把握、助言

■ 地域支援事業交付金や地域医療介護総合確保基金の執行等

■ 介護保険事業（支援）計画に関する課題把握、助言、支援

主な業務

※地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで
続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される体制のこと

地域包括ケアシステムの姿

〔保険年金課〕

■ 健康保険組合の行う業務についての認可、指導監督等

■ 全国健康保険協会支部の行う業務についての認可、質問検査等

■ 厚生年金基金、国民年金基金の認可、指導監督等

■ 確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型年金に限る。）の認可、承認及び指導監督等

主な業務

健康保険組合

規約変更に係る

認可等業務

規約変更に係る

認可等業務

事業運営等

の指導監督

事業運営等

の指導監督

全国健康保険協会支部

立入検査等に係る

認可等業務

立入検査等に係る

認可等業務

事業運営等

の質問検査

事業運営等

の質問検査

厚生年金基金

国民年金基金

規約変更に係る

認可等業務

規約変更に係る

認可等業務

事業運営等

の指導監督

事業運営等

の指導監督

確定給付企業年金

確定拠出年金

規約変更に係る

認可・承認等業務

規約変更に係る

認可・承認等業務

事業運営等

の指導監督

事業運営等

の指導監督



〔社会保険審査官室〕

■ 日本年金機構理事長が行った年金や健康保険の資格の処分決定に対する審査請求の対応

■ 厚生労働大臣が行った年金の給付の処分決定に対する審査請求の対応

■ 全国健康保険協会各支部長が行った健康保険の給付の処分決定に対する審査請求の対応

■ この他、健康保険組合や厚生年金基金、国民年金基金などが行った処分決定に対する審査請求の

対応

保険者による保険

（年金）給付等の

処分に対する不服

審査請求に関する

照会・相談の対応

審査請求の受付

審査請求事案

に関する審理

容 認

棄 却

却 下

審査請求の流れ

主な業務
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医 療 指 導 部 門 ①

〔管理課〕

■ 医療指導部門の所掌事務に関する総合調整

■ 国民健康保険の保険者に対する助言、国民健康保険団体連合会が行う業務に対する指導監督

■ 後期高齢者医療広域連合が行う業務や市長村が行う後期高齢者医療制度に関する事務に対する助言

■ 社会保険診療報酬支払基金支部の行う業務の監督

〔医療課〕

■ 特定機能病院（大学病院）の立入検査（人員、構造設備、医療安全等）

■ 支局事務所（香川県では指導監査課）等が行う指導監査業務の指導監督

■ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問事業者、その他医療保険事業の

療養担当者に対する監督

主な業務

主な業務

四国厚生支局
【管理課】

地方自治体
【徳島県・香川県・愛媛県・高知県】

協力・連携

管理課における業務の流れ

審査支払機関
【支払基金・国保連合会】

保険者等
【市町村・国保組合・

後期高齢者医療広域連合】

◆国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度に関する事務の助言

◆保険者が行う事務に対する助言◆社会保険診療報酬支払基金支部の指導監督
◆国民健康保険団体連合会の指導監督


